
した

した

した

する

していない

第２条第１項に該当 第２条第１項に該当

１、２時限の
授業休止・

定期試験延期

３、４、５時限の
授業休止・

定期試験延期

する6:30 10:30

気象等又は交通機関の運休による休講等の措置について

３、４、５時限の
授業・定期試験実施

しない

第２条第１項に該当
する事態が発生

6:30～8:45
１、２時限の
授業休止・

定期試験延期
第２条第１項に該当

10:30
３、４、５時限の
授業休止・

定期試験延期

する

３、４、５時限の
授業・定期試験実施

しない

しない

１時限開始

第２条第１項に該当
する事態が発生

8:45～10:15
（１時限中）

１時限の授業・
定期試験は原則続行

２時限の授業休止・
定期試験延期

第２条第１項に該当

10:30
３、４、５時限の
授業休止・

定期試験延期

する

３、４、５時限の
授業・定期試験実施

しない

第２条第１項に該当
する事態が発生

10:15～10:30
（休憩時間中） ２時限の授業休止・

定期試験延期

１時限終了

第２条第１項に該当

10:30
３、４、５時限の
授業休止・

定期試験延期

する

３、４、５時限の
授業・定期試験実施

しない
２時限開始

第２条第１項に該当
する事態が発生

10:30～12:00
（２時限中） した

２時限の授業・
定期試験は原則続行

３、４、５時限の
授業休止・

定期試験延期

２時限終了

していない

していない

していない

［参考］



第２条第１項に該当
する事態が発生

12:00～13:00
（休憩時間中） した ３、４、５時限の

授業休止・
定期試験延期

３時限開始

第２条第１項に該当
する事態が発生

13:00～14:30
（３時限中） した

第２条第１項に該当
する事態が発生

14:30～14:45
（休憩時間中） した

３時限終了

４時限開始

第２条第１項に該当
する事態が発生

14:45～16:15
（４時限中） した

４時限終了

３時限の授業・
定期試験は原則続行

４、５時限の
授業休止・

定期試験延期

４、５時限の
授業休止・

定期試験延期

４時限の授業・
定期試験は原則続行

５時限の
授業休止・

定期試験延期

第２条第１項に該当
する事態が発生

16:15～16:30
（休憩時間中） した

５時限開始

第２条第１項に該当
する事態が発生

16:30～18:00
（５時限中） した

５時限の
授業休止・

定期試験延期

５時限の授業・
定期試験は原則続行

していない

していない

していない

していない

していない

※ 授業・定期試験の開始後に第２条第１項に
該当する事態が発生した場合、当該時限の
授業・定期試験は原則続行するが、
学生の安全確保上緊急を要すると担当理事
が認める場合は、当該授業・定期試験の
途中からでも休講等の措置をとるものとする。
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